
第 三 次 地 域 管 理 経 営 計 画 書

（第一次変更計画）

（北上川中流森林計画区）

自 平成２０年４月 １日
計 画 期 間

至 平成２５年３月３１日

（第一次変更 平成２２年３月）

東北森林管理局



【変更理由】

次の理由から国有林野管理経営規程（平成１１年農林水産省訓令第２号）第６条第８項に基

づき変更するものである。

１ 森林吸収源対策を積極的に推進するために間伐による伐採総量を変更する。

【変更項目及び頁】

１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項･･････････････････････････････････････ １

（４）主要事業の実施に関する事項･････････････････････････････････････････････････ １

① 伐採総量･･････････････････････････････････････････････････････････････････ １
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１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項

（４）主要事業の実施に関する事項

① 伐採総量

（単位：ｍ3 , ha）

区 分 主 伐 間 伐 計

計 ２３３，１７０ ６４３，２８５（12,334） ８７６，４５５

注） ( )は間伐面積である。


